
あわら市商工会事務局（本所）	 あわら市商工会事務局（支所）
〒 919-0621　福井県あわら市市姫一丁目 9-21	 〒 910-4103　福井県あわら市二面 2丁目 701

TEL：0776-73-0248　FAX：0776-73-7145	 TEL：0776-78-6311　FAX：0776-78-7801

発行・編集

2019.8
No.99

今年の作品は、金津本陣ＩＫＯＳＳＡ、金津雲雀ヶ丘寮、セントピアあわらに展示しておりますので是非ご覧ください。

本陣飾り物
コンクール
入賞作品決定

十日区「極楽鳥　絵馬」
材料…レンゲ・靴べら

稲荷山区「猪」
材料…たわし・ほうき
　　　　　　　　・すのこ

天王区「竜門の滝登る

　　　　　令和三色の鯉」
材料…漆器・靴べら

六日区「令和元年
　　　　　市姫神社」
材料…食品トレイ

あわら市長賞
あわら市

商工会長賞

あわら市観光

協会長賞
あわら市議会

議長賞

榛ノ木原区「亥」
材料…スプーン・レンゲ

　　　　　　　　・画鋲他

古区「時は流れず

　　　　　　千年の竹林」
材料…ＣＤ・バラン・すだれ

・マジックテープ

福井県商工会
連合会長賞

福井県観光
連盟会長賞
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商品名 市町村名 氏　名

特等 4K 対応液晶 40 型テレビ あわら市 中島 様

１等 Nintendo Switch あわら市 石橋 様

２等 Panasonic
衣類スチーマー

あわら市 甚佐 様
あわら市 吉田 様

あわら市 恒本 様
福井市 山田 様

３等
Nintendo
クラシックミニスーパー
ファミコン

あわら市 木下 様
あわら市 櫻井 様

あわら市 佐藤 様

あわら市 炭田 様

あわら市 前田 様
坂井市 森 様

市町村名 氏　名 市町村名 氏　名

４等　Nintendo Switch ソフト　大乱闘スマッシュブラザーズ SP

あわら市 五十嵐 様 あわら市 北川 様
あわら市 石川 様 あわら市 君島 様

小松市 今村 様 越前市 坂本 様
あわら市 川端 様 能美市 田中 様

5 等　アサヒスーパードライ　ファミリーセット

坂井市 有房 様 あわら市 出蔵 様
坂井市 川上 様 あわら市 堀川 様

あわら市 木元 様 あわら市 水波 様

あわら市 清水 様 福井市 山方 様
福井市 山田 様 あわら市 早水 様

　あわら市商工会では、金津まつりの７月１３日（土）に、地域振興と伝統文

化の継承を図るため本陣飾り物コンクールを実施し各賞を決定しました。

　本陣飾り物コンクールは、商工会が昭和３５年に法制化された時から始ま

り、現在まで実施しているもので、今年で５９回目となりました。

　また、本陣飾り物は、１６２３年福井藩が金津に奉行所を置いた頃から実施

されており、役人が宿泊している本陣に、町の商人たちが台所用品などで飾

り物を飾って役人の労をねぎらったのが始まりで、以後は金津まつりに錦上

花を添える物として伝承されています。

金津まつり

（順不同）

市町村名 氏　名 市町村名 氏　名 市町村名 氏　名 市町村名 氏　名

6 等　30cm リビングメカ扇風機
あわら市 池浦 様 あわら市 清水 様 あわら市 能美 様 あわら市 好川 様

福井市 岡 様 あわら市 佐々木 様 福井市 西川 様 あわら市 宗沢 様

あわら市 上田 様 あわら市 佐藤 様 あわら市 藤田 様 あわら市 八木 様

あわら市 奥中 様 あわら市 坂井 様 あわら市 長谷部 様 あわら市 山本 様

東京都 大宮 様 あわら市 笹田 様 あわら市 藤野 様 福井市 山崎 様

越前市 梅林 様 あわら市 杉田 様 あわら市 村上 様 あわら市 弓良 様

あわら市 江川 様 あわら市 武田 様 あわら市 三田 様 あわら市 由水 様

あわら市 菊地 様 あわら市 角田 様 永平寺町 松井 様 あわら市 見澤 様

あわら市 桑野 様 あわら市 高木 様 福井市 森川 様 福井市 山本 様

あわら市 岡本 様 あわら市 竜田 様 あわら市 村上 様 あわら市 渡辺 様

あわら市 笹木 様 あわら市 永岡 様 福井市 森本 様 野々市市 中西 様

あわら市 新道 様 あわら市 野尻 様 あわら市 柳沢 様 − −

あわら市 島川 様 あわら市 中村 様 あわら市 山口 様 − −

あわら市商工会だより  1



4  あわら市商工会だより

お問合せ・申込みは、あわら市商工会までお電話下さい。あわら市市姫一丁目9-21　ＴＥＬ７３- ０２４８

このページは商工会の会員専用です

個別相談のご案内
　各分野の専門家が貴社を訪れ企業の様々な経営課題解
決をサポートします。

【事業計画作成】
　自社の現状や課題を客観的に捉え、将来の姿を描き、経
営を維持・発展させるため事業計画書の作成をサポートし
ます。
【事業承継計画作成】
　事業承継を考えている方に企業を成長・存続・発展させて
いくための事業承継計画書の作成をサポートします。
【経営課題解決】
　経営改善・財務・税務・マーケティング・技術・ITなどの
課題解決をサポートします。

費　　用：全て無料
実施時期：１２月末まで随時実施
実施場所：貴社又は商工会にて実施

使わなきゃ損‼
商工会の費用助成

❶【展示会出展】
◇展示会出展については、商品のＰＲや商談を目的としたもの
注）販売を目的とした出展は対象外

１．対象期間	平成３１年４月１日～令和２年３月３１日
２．助成額	 ❶�出展料(オプション除く)の１／２で、
	 　１事業所上限５万円
	 ❷�受講料(テキスト代含む)の１／２で、
	 　１事業所上限３万円
	 ❸新商品開発相談・利用料の１／２で、
	 　１事業所上限５万円

※申込多数の場合、上限（助成額）の調整が有ります

３．申請期限	令和２年３月６日（金）

下記の展示会
セミナー・資格試験
商品開発の費用を応援！

費用総額
５千円以上対象

❷【講習会及び資格試験等】
◇�新たな資格取得を目的とした講習会や資格試験等の受講料及び受験料
注）複数名又は複数講座の合計での申請も可
注）対象経費の総額が 5,000 円を超えるもの

❸【新商品等開発助成】
◇�新商品・新サービスの開発を目的としたもの
※公的機関の相談料又は利用料

【制度概要】
☑�１０月１日以降、対象の店舗でキャッシュレス支払いをした方
にはポイント還元等を実施。

☑対象店舗への、キャッシュレス決済の導入を支援。
中小・小規模事業者の皆様を支援します

キャッシュレス・
消費者還元事業のご案内

　キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消
費税引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス
対応による生産性向上や消費者の利便に限り、中小・小規模
事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等を
支援する事業です。

実施期間 ２０１９年１０月１日～２０２０年６月

締切が間近となっております！

対象キャッシュレス手段
電子的に繰り返し利用できる決済手段
(例:クレジットカード、電子マネー、QRコード等幅広く対象)

決済導入支援
事業所の皆様に端末導入
のご負担はありません！

制度を使えば決済手数料
３．２５％以下！さらに実施期間中は、

国がその1/3を補助

開催日 会場 時間等 対象者 問合せ先

８月29日㈭ 三国税務署
１階　大会議室

（坂井市三国町中央 1-2-2）

午前の部 法人 三国税務署　法人課税部門� （℡ 0776-81-6583（直通））

午後の部 個人事業者 三国税務署　個人課税第一部門� （℡ 0776-81-6582（直通））

９月19日㈭
午前の部 法人 三国税務署　法人課税部門� （℡ 0776-81-6583（直通））

午後の部 個人事業者 三国税務署　個人課税第一部門� （℡ 0776-81-6582（直通））

三国税務署からのお知らせ

消費税の軽減税率制度等に関する説明会開催について




